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小山田議長  それでは、お時間になりましたので、始めたいと思います。皆さ

ん、おはようございます。 

 今日、議題のほうもたくさんありまして、３番目に「事前学習（コ

ミュニティ・スクールの概要）について」ということで、柴田先生

のレクチャーというのがあるんですけれども、最初に６番ぐらいま

でいろいろな責任事項を話してから、先生のお話に続いていったら

と思いますので、順番のほうは変更いたします。 

 では、配付物のほうを事務局から説明をお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 おはようございます。配付物の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の次第、社会教育委員の会議会議録（平成３０年度第

１回）、２番目に「平成３０年度視察研修資料行程表（案）」（資料

１）、３番目に「コミュニティ・スクールの概要」、４、「平成２９

年度社会教育関係団体補助金交付申請一覧」（資料２）、次に「小金

井市社会教育関係団体補助金交付要綱」（資料３）、次に「平成２９

年度地域文庫補助金交付内訳」、続いて「小金井市地域文庫補助金

交付要綱」、次に「意見・提案シート」（資料４）、「平成３０年度東

京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会報告書」。そして、三

者懇談会の報告書と、前回お配りしたものと同じものになりますが、

「平成３１年度関東甲信越静社会教育研究大会の開催に向けた事

例発表または話題提供に関する希望調査について」。あと、委員の

方には、「小金井月刊こうみんかん」Ｎｏ.４８１、以上になります。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 もし何か足りないものがあったら、事務局のほうにお申しつけい

ただきたいと思います。ないですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

小山田議長  最初に、「会議録の承認について」ということで、前回、３０年

度第１回社会教育委員の会議の議事録がございますけれども、事前

にも回っていたと思います。何かある方いらっしゃいますでしょう

か。特にないようであれば、こちらで会議録は承認をするというこ

とでよろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

 

小山田議長  １番は承認ということで、ありがとうございます。 

 続きまして、「平成３０年度視察研修について」ということで、

こちらが前回、小委員会のほうでちょっと検討しまして、一応、候

補のほうと優先順位的にも決めたりしておりまして、今、事務局の

ほうでご調整をいただいているというところです。では、事務局の

ほうでご説明をお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 資料１、研修の行程表（案）というのをごらんいただきまして、

午後については、柴田委員にご尽力をいただきまして、こちらの八

王子市立松木中学校で研修を受け入れしていただけるということ

が確定しております。午前については、小委員会のときに改めて第

１、第２、第３候補を出していただきまして、第１候補から順番に

交渉中ですけれども、日程、時間等、限られていることもありまし

て、今、交渉の途中で、まだ確定していない状況です。第３候補ま

で万が一だめだったときは、改めて、議長、副議長のほうにご相談

させていただければと思っています。予定としては１日を考えてお

りますので、場所によりますが、８時半から９時ぐらいに集合して、

午前中、どちらかで研修をして、お昼御飯を皆さんで食べまして、

午後、松木中学校で研修、そして５時１５分に本庁舎着ということ

を予定しております。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 １３日金曜日の１４時から八王子の松木中学校というのはもう

決定ということで、午前中のほうが、小委員会では、候補の順とし

て、最初に練馬区、その後、府中、次、国分寺で、杉並となってい

ますが、残念なことに、１番でお願いしていた練馬区がだめだった

ということで、今、府中のほうを当たっていただいているというこ

とで、ご返事待ちということです。府中がだめだった場合、国分寺

ということで、順番に１つずつということで、また何か進捗状況が

ありましたら、多分こちらにご連絡があると思うので、すみません、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３番を飛ばしまして、４番の「平成３１年度関東甲
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信越静社会教育研究大会について」ということで、何か事務局のほ

うからお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 こちら、前回お配りさせていただいたものと同じものを配らせ

ていただいておりますが、「平成３１年度関東甲信越静社会教育研

究大会の開催に向けた事例発表または話題提供に関する希望調査

について（依頼）」ですが、前回はお配りしたばかりでしたので、

次の会議までに何かご意見があったらお申し出くださいというこ

とになっていたかと思いますのが、福井委員からご意見をいただい

ていたので、福井委員からお願いできたらと思います。 

 

小山田議長  わかりました。では、ご意見ということで、福井委員から何かご

意見があるとのことですが、よろしいでしょうか。 

 

福井委員  ２枚目の中段のほうで、２番、裏面分野の中で特に話し合いたい

ことの中で、中段の３番の社会教育と行政の話し合いということで、

公民館の役割の重要性、市民の声を反映させる方法ということの話

し合いの中で、公民館の立ち位置をもう少し幅広く話し合ったほう

がいいんじゃないかと。小金井市は公民館があるんですけれども、

市区町村によっては、公民館がなくて、生涯学習センターとかいろ

いろな名称で運営されているところもあります。公民館の役割の話

し合いの中にも、そういう方向性を持っているところと、なくても、

そういう公民館、行政機能と同じような仕組みでやっているという

ことも、各市町村、都心のほうは公民館がほとんどないというよう

な状況で、活発に公民館のような役割として運営されているんじゃ

ないかということをお聞きしたいということで、そういう中身を話

し合いの中の一つのテーマとして考えてもいいんじゃないかとい

うことを提案しております。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 これは福井さんとしては、私どもが何か発表するようなイメージ

でしょうか。 

 

福井委員  いいえ、これは全員、各委員が埼玉大会における話し合いの中で、
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こういうテーマということで一律に出す中で、私が一個人として事

務局に提案しただけであって、これが小金井市の意見だというよう

な中身になれば、埼玉のほうの事務局に提出していただくというこ

とじゃないかと思います。 

 

小山田議長  今の福井委員の意見について、また何かほかにございましたら、

ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

原田副議長  よろしいですか。 

 

小山田議長  お願いします。 

 

原田副議長  原田です。公民館の役割を議論するという、すごく大切なことだ

と思います。前にもちょっとこの場で言ったと思いますが、昭和２

４年にできた社会教育法にしっかりと書いてあって、公民館、図書

館、これを一つのとりでにして社会教育をやっていくんだと。ひい

ては日本の民主主義を育てていくんだという大事な役割があると

思うんですけれども、福井さんがおっしゃったように、地域によっ

ては形骸化しているところもあるし、それから、名前を変えて活発

にやっているところもある。だから、公民館という名前にこだわら

ず、その役割というのは一体何なのか、それから、時代が変わって

きて、じゃ、これからどういうふうにしたらより活発にできるかと

いうのを広く議論するって、私も賛成です。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 ほかの委員の方々、その他でも何でもよろしいんですけど、埼玉

大会での発表を聞いてということで。 

 柴田委員、お願いします。 

 

柴田委員  私も、公民館の役割というか、立ち位置についてというテーマは、

今、全国でいろいろな公民館があると思うんですけれども、例えば

公民館を廃止して、社会教育館とか、学習館とか、生涯学習センタ

ーとか、いろいろな名称で公民館活動をしているところもあります

し、また、そういった部局を市長部局に移しているところもありま
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すし、また、公民館の運営につきましても、直営であったり、ＮＰ

Ｏや民間の企業が委託をする形態でしているところもあります。さ

まざまな公民館の運営方法というところを整理してみる、せっかく

このような社会教育研究大会って、さまざまな場の社会教育委員さ

んが集まるところですので、そういった事例を整理してみて、皆さ

んで議論してみるという場にするというのもおもしろいのかなと

いうふうに思います。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 皆さん、おおむね賛成ということでご意見が今、出ておりますけ

れども、今日、話題提供ということで、こんなことを話し合いたい

ということを提出するというようなことで、もし機会があるのであ

れば発表するということも考えられるかなというようなことです

よね。小金井は公民館もほんとうに活発に活動していると思います

し、多分、ＮＰＯが委託を受けてやっているところもあったりとい

うことでは、ちょっと特徴的かなとは思いますけれども、いかがで

しょうか。その意見をとりあえずこちらの小金井市の社会教育委員

の会議から出すということでもよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 文章は事務局でまとめまして、提出するということにいたします

が、ほかに何かありますか。ほかにもしありましたらということで

すけれども。締め切りが１０月３１日となっているので、もし何か

追加でありましたら、また次の回でもまだご意見は伺えるかと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 １つ、公民館の立ち位置や役割についての協議ということでは、

話題提供として出したいと思います。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、「社会教育関係団体への補助金交付につ

いて」と、その次の「地域文庫補助金交付について」とあわせて事

務局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 ５番の「社会教育関係団体への補助金交付について」ですけれ

ども、資料２をごらんください。社会教育関係団体に対しては、補
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助金を交付しようとする場合、社会教育法に基づきまして、社会教

育委員の会議でご意見を聞いてから行うということになっており

ます。平成３０年度の団体補助金につきましては、黄金ネットワー

ク（障がい児の父親の会）の１件の申込みがございました。交付に

ついては、資料３になりますが、社会教育関係団体補助金交付要綱

に基づいて交付するというものでございまして、目的といたしまし

ては、社会教育関係団体が行う事業の経費の一部を補助するという

ものでございます。対象となる団体は、さきに行いました社会教育

関係団体の登録済みの団体で、団体の要件としましては、登録から

１年以上の実績、構成員の２分の１以上が市内に在住・在勤または

在学の団体となっています。申請のあった団体の実施する事業の内

容は、障がいがある子、ない子が集い、ともに楽しみ、お互いを認

め合い、また保護者同士の情報交換、親睦の場を提供するためのク

リスマス会を実施するということです。補助金額等については、資

料、一覧のとおりでございます。 

 同じ用紙の下のほうに、社会教育関係団体補助金ということと関

連して、ＰＴＡ連合会と小金井市スカウト協議会に対して、小金井

市補助金等交付規則に基づき、毎年度交付している事業を書かせて

いただいております。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 では、菊池館長、お願いします。 

 

菊池図書館長  続きまして、図書館から地域文庫補助金交付について説明をさせ

ていただきます。資料は、Ａ４横の「平成３０年度地域文庫補助金

交付内訳」をごらんください。先ほどと同じように、団体に対して

補助金を交付しようとする場合は、社会教育法に基づきまして、社

会教育委員の会議のご意見をお聞きしてから行うこととなってご

ざいますことから、今回お出ししたものです。図書館では、小金井

市地域文庫補助金交付要綱に基づき、読書普及活動の活発化を図る

ために、図書及び読書に関する研究、調査、相談、講習、その他の

活動を行い、地域社会に奉仕する地域文庫に対して補助対象経費の

２分の１を限度として補助金を交付するものでございます。平成３

０年度の団体補助金につきましては、小金井市子ども文庫サークル
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連絡会から申請が出ております。小金井市子ども文庫サークル連絡

会は、地域で活動している文庫やサークルの団体７団体で構成され

ておりまして、今年度につきましては、子どもと本を結ぶという事

業に対して交付するものでございます。資料として小金井市地域文

庫補助金交付要綱もおつけしてございますので、ごらんください。 

 説明は以上になります。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 それでは、今、ご説明がありました、社会教育関係団体への補助

金交付について、また地域文庫補助金交付についてということで、

何かご質問やご意見がある方ございましたらお願いいたします。 

 福井委員、お願いします。 

 

福井委員  福井です。申請書どおり、交付金の中身はわかるんですけれども、

例えばいつ、何回ぐらい開催するかというのがわかればと思います。

例えば資料２の場合は、クリスマス会ですから、１２月に１回ぐら

いか、１１月下旬に１回ぐらい、２万円の補助金を使うということ

で理解できそうなんですけれども、次の２段目のＰＴＡ連合会の健

全育成・環境整備で予定１５万円というのは、１回で１５万円なの

か、例えば３回開催して５万円ずつの補助金を交付するということ

の確認をしたいと思います。 

 

小山田議長  では、事務局のほうからお願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 最初の黄金ネットワークにつきましては、福井委員がおっしゃ

られたとおり、平成３０年１２月９日に１日で開催する予定でおり

ます。また、ＰＴＡ連合会につきましては、児童生徒の健全育成及

び環境整備の事業ということで、こちら、何かの事業１つに対して

１回幾らという形ではなくて、事業費、運営費、印刷費、消耗品費、

会議費等の金額の合算の中から市の補助金を支給という形になっ

ております。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 よろしいですか。 
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福井委員  はい。 

 

小山田議長  ほかに何かご質問等、じゃ、首藤委員のほう。 

 

首藤委員  こういう補助金というのは、新規で毎年何か新しいものが出てく

るとか、あるいはもうずっと続けて交付されているものなのか、そ

の辺の変遷についてどういうふうになっているのか教えていただ

ければと思います。 

 

小堀生涯学習係長 上段に書いてあります社会教育関係団体補助金につきましては、

年度ごとに毎年４月中に登録団体から補助金の申請を受けて交付

しているものです。社会教育委員の会議で補助金の見直しの提言を、

大分前にただきまして、それに基づいて、１つの団体が５回までが

限度ということになっておりまして、毎年度申請がある場合もあり

ますし、必要なときに申請がある場合もあるんですけれども、一つ

の団体につき５回までの範囲内で申請をしていただいております。 

 以上です。 

 

首藤委員  そうすると、５回終われば交付は終わりと。連続ということじゃ

ないですよね。過去５回交付があれば終わりという形にして、要す

るに自助努力をしていって、自分たちできちっと運営する方法を５

回のうちで探しなさいと、こういう理解でよろしいでしょうか。 

 

小堀生涯学習係長 社会教育関係団体補助金につきましては、運営費の補助という

形とはまたちょっと違いまして、市民の方に向けた事業を団体の方

がされるときに、それに対しての補助金になるので、運営自体はそ

れぞれの団体が独立してやっていただいて、その団体が何か市民に

向けた活動を行うときに、そのことに対して補助金を出しますとい

う形になっているので、５年間運営費を補助しますということでは

なく、団体の方が市民の方に向けた何かしら講演会等を、自分たち

の活動の中で培ったものを講演会等で市民の方にお伝えするとか、

そういったことに対して５回まで補助金をお出ししています。その

ため、特に毎年度続けてということではなくて、そういったことを

やられるときに申請をいただくということで、飛び飛びのところも
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ありますし、１回、２回で終わっているところもあります。 

 以上です。 

 

石田委員  すみません、石田です。その１回に対する限度額って決まってい

ますか。 

 

小堀生涯学習係長 該当する事業費の２分の１が上限ですけれども、さらに３万円

が上限になっております。 

 以上です。 

 

石田委員  ありがとうございます。 

 

原田委員  すみません、質問です。そうすると、３つ書いてあるうちの１つ

目と下の２つは性格が違うということでしょうか。下のほうは個別

事業じゃなくて、運営費ということでしょうか。 

 

小堀生涯学習係長 そうですね。下の２つと上の１つは補助金の性質がちょっと違

っております。 

 

原田委員  そうしますと、下の２つは、先ほどの、毎年申請、１団体５回ま

でという条件はとらないということでしょうか。 

 

小堀生涯学習係長 そうですね。先ほどお伝えしたものは、社会教育関係団体に登

録している団体の市民に向けた活動の補助金についてとなります。 

 

小山田議長  よろしいでしょうか。 

 地域文庫の補助金につきましては、特に回数とか、そういう交付

回数みたいのは特には決まっていないということですか。 

 

菊池図書館長  そうです。 

 

小山田議長   わかりました。 

 いかがでしょうか。何か、ご質問等ございますでしょうか。 

 委員のほうで最終的に承認するということが必要だということ

になりますけれども。 
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小堀生涯学習係長 こちらのほうは、社会教育委員の会議でご意見を伺うというこ

とになっているものですので。 

 

小山田議長  意見を聞くというだけでよろしいですか。 

 

小堀生涯学習係長 そうです。 

 

小山田議長  わかりました。じゃ、ご意見をということだけでよろしいという

ことですので、何かほかにご意見ございますか。どうでしょうか。 

ありがとうございました。 

 続きまして、その他まで話をしてから、３番の事前学習に行きた

いと思いますが、その他ということで、こちらも事務局のほうから

お願いいたします。 

 

小堀生涯学習係長 その他として２件ありまして、１つは開催通知を送らせていた

だいたときのメールに日程のことをちょっと書かせていただいて

いたんですけれども、平成３０年度都市社連協第５ブロック研修会

について、第５ブロックというのは、武蔵野市、三鷹市、府中市、

調布市、狛江市、小金井市の６市になるんですけれども、今年度の

ブロック幹事市が府中市になっております。ブロック会議の日程に

ついて、幹事市の府中市さんから２日間の候補日が挙げられており

まして、小金井市として第１希望をどちらの日にするかというのを

回答することになっております。第１候補は、１０月２７日、土曜

日、午後２時からです。第２候補が、１１月１７日、土曜日、午後

２時からとなっております。皆さん、集まりやすい日を選んでいた

だければと思います。 

 以上です。 

 

小山田議長  わかりました。１０月２７日の土曜日か１１月１７日の土曜日か、

どちらが皆さん出やすいですか、小金井としてはということなんで

すけれども、いかがですか。先ですけど、ご予定が。 

 石田委員、どうぞ。 

 

石田委員  すみません、石田です。１１月１５、１６日に社会教育研究大会
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が長野で入っていますよね、たしか。 

 

小山田議長  入っていますね。 

 

石田委員  それで１７日で３日間が潰れるというのは、出る方によっては３

日間連続ということになりますので、私は１０月２７日を第１候補

にしていただきたいかなと思います。 

 

城委員  城です。私も１０月２７日のほうが続くよりはいいんじゃないか

なと思いますので、よろしくお願いします。 

 

小山田議長  という意見が今、出ておりますが、いかがでしょうか。出られな

いとか何かございますか、この日だったら都合がよいとか。 

 柴田委員。 

 

柴田委員  すみません、どちらもだめ。 

 

小山田議長  柴田委員はどちらもだめということで。 

 では、特にほかに何かというご意見がないようであれば、長野か

ら続いて３日間というよりかは、１０月２７日のほうが、一応第１

希望ということではよいかということでよろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

小山田議長  では、小金井からは、第１希望が１０月２７日で、第２希望のほ

うが１１月１７日ということでご検討いただくというご意見、お願

いいたします。最終的にどうなるかがちょっとわからないというこ

とですけれども、よろしくお願いいたします。 

 じゃ、あともう１つですね。 

 

小堀生涯学習係長 ２点目は、資料をお配りしておりますが、資料４と右上に書い

ております意見・提案シートというものですけれども、こちらは、

前々回、福井委員からちょっとお話しいただいていたんですけれど

も、市民参加推進会議で傍聴に来られた方の意見を聞けるようにと

いうことで、意見・提案シートの活用についての提案がされていた
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ということです。それぞれの会議で意見・提案シートを活用するか

どうかについて話し合っていただき、承認していただきましたら、

傍聴席に置くということになります。こちらのシートは傍聴に来ら

れた方にお配りして、次の会議が開催される何日前まで、これは、

何日前というのはそれぞれで決めることになっているんですけれ

ども、届けていただくというものです。何日までというのは、ほか

の部署に確認したところ、１０日前というところが多かったです。

あと、こちらのシートを活用するかどうかというところも含めて社

会教育委員の会議で話し合っていただきたいと思います。こちらに

書かれた意見につきましては、次の会議のときに資料としてお配り

はします。ただ、その内容を協議するかどうかにつきましては、内

容によってということになるかと思います。 

 以上です。 

 

小山田議長  今日はいらっしゃいませんが、これまで傍聴者の方もいらっしゃ

ったこともありますので、今度いらっしゃったときにこういったシ

ートをお渡ししておいて、何かあればということで書いていただく

ということにしてはいかがでしょうかということなんですけれど

も、いかがでしょうか。こういったシートを置いておくかどうかと、

内容的にはこれでよいかということについて。 

 福井委員、お願いします。 

 

福井委員  意見・提案シートというのは、傍聴者だけに配るんじゃなくて、

この会で開催するとすれば、ホームページにも掲載して、傍聴者以

外で市民から直接、事務局のほうにこういう意見があるよという提

出も含んでいるということで、追加していただきたいと思います。 

 それとあと、ほかの審議会ではほとんど意見・提案シートという

ものを利用して、傍聴だけじゃなくて、当然、一市民が個人的にこ

ういう意見があるということで提案していただくのは、非常にこの

会も有意義な中身につながってくると思いますし、西岡市長を初め

市民の声を聞いていこうという市政の立場ですから、我々の社会教

育委員の会議も活用していけばいいんじゃないかと思います。 

 それで、この活用方法として、私も市民参加推進会議に参加した

メンバーで、基本的には意見・提案シートは本人のお名前と提出日

を記載すると。もしも提出される方のお名前がない場合は、事務局
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のほうで判断して、当然、我々の会議にものせないし、資料として

の意見という格好ではないということで、あくまでも名前と提出日

を記載するという前提条件で我々の会議に資料、意見として提案し

ていこうと。それで、取り上げる取り上げないというのは、三役で

決めるとか、各審議会によって異なるということなんですけれども、

大体、委員までは配付という格好で、資料として、意見として提出

しているほかの審議会が多いと思います。したがって、我々も、皆

さんの意見をどういう意見があるかということも反映するために

は、意見・提案シートを活用していけばいいんじゃないかと思いま

す。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 ほかの皆様、いかがでしょうか。広く市民からも何かこちらの社

会教育委員の会議にご意見があれば、このシートで、一応名前を書

いていただいて、提出をいただくということになりましたけれども。 

 

原田副議長  よろしいですか。 

 

小山田議長  どうぞ。 

 

原田副議長  このシートは市の各審議会等で使った共通の書式だと思うんで

すけれども、かなり使っているところは多いというふうに聞いてい

ます。それで、じゃ、この社会教育委員の会議ではどうするかとい

うことですが、やはり傍聴者は発言する権利はありませんけれども、

議論を聞いて、意見を言うという、市民としての権利はお持ちだと

思いますので、これはまず配っていただいて、書きたい方は書いて

いただくということでよろしいんじゃないかと思います。福井さん、

この会だけじゃなくて、広く求めたらというのは、それは事務局の

ご判断ということで、我々の決めることではないのかなと思います

けれども。 

 あと、この扱いは、意見・提案ですから、もしその意見や提案の

中で我々が配付されたものを読んで議論すべきだなという判断が

あれば、当然、これを議論すべきだと思います。ただし、この方に

直接その結果をお答えするかどうかということについては、それは
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公開される議事録で読んでいただくということでよろしいんじゃ

ないかと思います。 

 あと、単純な質問を書いてくる方も多いそうなんですね。あそこ

がわからなかった、ここがわからなかった。そういう単純な質問に

ついては、事務局から書いた方にお答えすべきものはしたらどうか

というふうに思います。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 ほかの委員の皆様、いかがですか。 

 事務局から、お願いします。 

 

小堀生涯学習係長 今、原田委員からのご意見でもありましたが、私もこちらの意

見・提案シートについて確認したときには、傍聴者に向けて配ると

いうことは確認できていますが、広く意見を募るという話は、どこ

からも話がありませんでした。事務局としては傍聴席に置いてとい

うところを皆さんに確認していただいてと思っておりましたので、

ホームページ等で皆さんの意見を募るかどうかというのは、難しい

ところがあると考えています。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 とりあえず、傍聴者の方の意見を聞くということですが、では、

福井委員、ご意見を。 

 

福井委員  私が二、三委員をやったときは、傍聴席には意見・提案シートが

ない審議会に参加していたんですけれども、例えば２カ月に１回し

か開催しない審議会がございますし、４カ月に１回ぐらいの審議会

と。その期間中に意見を出す方が当然おられるというのが、どちら

かというと、そちらのほうの方が事務局のほうに意見を出されるケ

ースが多いんですよ。こういう傍聴のときは、委員の発言等を聞い

ているということで、傍聴の段階で意見・提案シートと書かれたケ

ースは、私の過去の例では、逆に言えば、なかったということで、

傍聴及び市民からの意見を聞くというのが対象というのが、基本的

には意見・提案シートの書式だと思いますから、事務局だったらも

う少し幅広く意見・提案シートの提出、タイミングというか、方法
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論は、ホームページに掲載するというのは、これが決まった場合、

こういう仕組みがあるということとこの書式の紹介ということも

ありだなと思いますけれども、皆さん、いかがですか。 

 

小山田議長  今日、ちょっと決定できないかもしれないんですけれども、一応

ご意見として皆様、委員の方もどう思われるかということをいただ

けたらと思いますが。 

 

石田委員  石田です。この会では、前回、１回傍聴の方がいらして、図書館

では前年に結構傍聴の方がいらしたんですね。そのときに、この会

議を聞いていて、皆さん、何を思うのかなということが、私、ちょ

っと気になりました。それで、傍聴している方から意見は言えない

ので、感想でも書いてくれると、この会議の様子に対する意見を伺

えるなと思ったことがありますので、ここに、ご意見・ご提案とか、

傍聴の感想とか、黒ぽちで１つ足すことによって、傍聴の感想にも

使えるのではないでしょうか。 

 

小山田議長  いかがですか。傍聴者の皆様へ意見を聞くということと、それ以

外にも市民からの意見も、何かあったらそちらに書いてもらって、

提出いただくということに使ったらどうかというような形の使用

の仕方の意見が出ているのですが、それにつきましていかがですか。 

 城さん、いかがですか。 

 

城委員  城です。傍聴者の方のご意見は、その場の会議の雰囲気のときだ

けおっしゃるので、その場だけではなくて、続けるためには、意見・

提案シートというのがあって、傍聴者の方はそのときに、ああ、そ

うなんだという感じでお聞きになると思うので、そこまでは要らな

いかなという感じが私はしました。 

  

首藤委員  会議のときに配付して聞くというのは賛成です。ネットの場合、

少し心配なのは、名前を公表するという形で責任を持った発言とい

うことになっていたとしても、その内容についての真剣度、ひっ迫

度、検討要の判断が難しいと思います。ネット上で市に対するさま

ざまな市民の皆さんの要望とか意見というのは、どういうふうに今

整理されているんでしょうか。それぞれの市のセクションで、そこ
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に書き込まれたものがどういうふうに整理されているのかという

のを教えてください。 

 

小堀生涯学習係長 市に対しての何かご意見等があった場合には、市民の声という

もので紙に書いて出していただいたりとか、あと、メールでいただ

いたものを広聴係というところで集約をして、内容によってはそれ

ぞれの担当課のほうで回答をしたり、参考送付という形で届いて、

意見を見たり、あとは、必要があれば回答したりということを集約

する担当部署があります。 

 

首藤委員  それは匿名でも答えているということですか。 

 

小堀生涯学習係長 匿名のものには答えていないと思います。 

 

首藤委員  そうすると、それが匿名か匿名でないかというのはどういうふう

に判断されているんですか。 

 

藤本生涯学習部長 まず、ルールがありまして、お答えするもの、お答えしないも

のとかというところが、市民の声なり市長へのメールだとかという

ルールづけがありまして、基本的にお名前とか住所だとか、連絡先

があるものについてはお答えしますよと、それ以外にはお答えしま

せんという、当初からそういうルールでもって意見を集めています

ので、そういうような扱いになります。 

 

首藤委員  今、この議事録の閲覧アクセス数というのはどれぐらいあるんで

すか。 

 

小堀生涯学習係長 すみません、そちらについては、現在把握しておりませんし、

確認してみないとわからないです。 

 

藤本生涯学習部長 ちょっと私のほうからも説明させていただきますと、ホームペ

ージもこの間リニューアルしているという関係もございまして、今

までのは、全体的なところでは何万件というのが出ていたんですが、

ちょっとその辺のところ、新しくホームページをリニューアルした

ことによって、各コンテンツ、審議会のこのところの閲覧数がどの
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ぐらいあるのかということがカウントできるのかどうかも含めて、

担当課のほうに聞いてみて、また次回の会議でもその辺のところは

事務局からご説明しますというふうに思っています。 

 

首藤委員  基本的にはオープンにしていくというのはとてもいいことだと

いうふうに思います。ただし、ネットの場合はいろいろな弊害も片

方であるのも事実です。まずは実態として、今、議事録がどれぐら

いの人に読んでいただいているのかということを確認する必要が

あると思います。まずは閲覧アクセス数を把握して、それをどう増

やしていくかを考えた方が良いかもしれません。その上で、これら

の課題について慎重に取り組む必要はあると思います。 

 

藤本生涯学習部長 福井委員のほうから広くということでございました。当然に広

いところから意見を聞くということは大切なことというふうに考

えております。ただし、ほかの審議会との関係もありますし、ちょ

っとその辺のところは、事務局として他の審議会も含めてどのよう

な形をとっているかとか、また、一般に公開して広く意見を集める

ことによってどのような弊害というか、問題が出てくるケースがあ

ったのかというところも含めて、ちょっと調査をしながら検討した

いというふうに考えていますので、とりあえず、今回は傍聴席に配

置する意見・提案シートというところでご審議いただいてというふ

うに考えておりますので、お願いいたします。 

 

小山田議長  では、福井委員。 

 

福井委員  藤本部長のご意見もあったんですけれども、ほかの審議会等の意

見・提案シートの書式等をいろいろ見ていただきたいと思うんです

けれども、意見・提案シートとしては、ほかの審議会のほうは、こ

の右下のほうに、米印の「原文のまま配付します」あたりにプラス

して書かれているケースが多い文章を一言言いますと、例えば、審

議会開催日の土・日・祝日を除く１０日前の午後５時までに提出し、

名前、提出日を記載していただく方に関しては、審議会でこの意

見・提案シートを配付すると、そこまで大体書かれているケースが

多いと思います。したがって、例えば、この傍聴以外にも来られる

方とか、逆に、ほかの公共施設等で会議録等を見られて、私は傍聴
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していないけれども、このことに関して意見があるという方も広く

参加されて、意見・提案シートが出されているケースが、ほかの審

議会では多々あったということもありますから、幅広くほかの審議

会の意見・提案シートを検索していただいて、次回以降の会議で再

度またお話しさせていただければと思います。 

 

小山田議長  ありがとうございます。 

 いろいろご意見をいただきましたが、柴田委員はございますか。

すみません、最後に。 

 

柴田委員  意見・提案シートを傍聴者の方にお配りして、客観的に審議会の

内容を見ていただく、その意見を私たちにフィードバックしていた

だくという仕組みは、とてもいいことだと思います。ただ、皆さん

からご提案があったように、ネットでこれを広く配信するというこ

とにつきましては、やはりまだ準備不足のような段階だと思います

ので、傍聴者の方にお配りするというのは賛成ですけれども、ネッ

トで配信するということについては、もう少し検討したほうがいい

のではないかと思います。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 そうしますと、傍聴者の方へ、いらっしゃった場合、一応シート

を置いておいて、何かありましたら書いていただくということにつ

いては、皆様、おおむねというか、ご承認いただくということでよ

ろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

小山田議長  今日は傍聴人はいらっしゃらないですが、これまで何回かいらし

ていた回もあったので、そういった場合に、一応次回からまた表を

用意していただいて、傍聴者の方がいらっしゃったら、もしよけれ

ばということで、何かご意見いただければと思います。 

 ほかの市民の方からの広く意見ということにつきましては、ほか

の審議会とかもどうなっているかということも含めて、わりと、社

会教育委員の会議のことについても、傍聴者の方も少ないですし、

ほんとうに実際どんなことを話しているのかなというのを、まだあ
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まり知られていないような気もしますので、来ていただいて、こん

なメンバーでこんなふうに話しているんだとわかった上でご意見

をいただくと、私もそれはいいかと思うんですけれども、まだ委員

会の性質とか性格というか、そういうこともご存じなく、ただただ

意見をいただくというのも、またいろいろな弊害も出てくるかとい

うのをちょっと私も懸念したりすることはあったりしますので、こ

ちらについては継続審議ということで、ほかの委員会等もどうなっ

ているかとか、あと、実際いただいたときにどういうふうに戻して

いけるのかとか、そういったことを事務局のほうもちょっと調べて

いただいたりしつつ、このシートの扱いは、市民への扱いというこ

とについては、今すぐということでなく、また継続で審議していた

だけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、一応、議題のほうがその他まで来てしまいましたので、報

告事項だけは置いておきまして、３番の、今後の視察について、今

日、事前学習ということで、コミュニティ・スクールの概要につい

て、柴田委員のほうから少しお話をいただけたらと思うんですが、

よろしいでしょうか。こちら、大体２０分ぐらいというところなの

で、柴田委員、お願いいたします。 

 

柴田委員  ＜コミュニティ・スクールの概要についての説明＞ 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 

柴田委員  すみません。それから、前回の会議で福井委員からお話が出まし

た国分寺市の地域会議の資料が手元にたまたまありましたので、お

配りしたいと思います。研修先の第３候補に今なっているものだと

思いますので、こちらもあわせてごらんください。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 それでは、今、いろいろお話を伺いまして、何か質問等ございま

したら、いかがでしょうか。 

 福井委員、お願いします。 

 

福井委員  １点質問したいと思います。 

 実働部隊としての「地域学校協働本部」地域コーディネーターの
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役割が重要と太く書かれています。当然、学校運営協議会の中のほ

んとうの活躍する部隊として協働本部があり、地域コーディネータ

ーの役割は重要だということで、コーディネーター自身の活動がコ

ミュニティ・スクールの、極端に言えば、成否を決するような流れ

であって、各市町村も地域コーディネーターの役割が非常に重要で

あり、大きな課題の一つにもなっている。たまたま八王子の場合は、

現役の校長・副校長が研修しながら、コーディネーターじゃなくて

も、そういうサポート隊の中の一人だということですし、また、ほ

かの市町村においては、副校長の経験者のＯＢがコーディネーター

になっている場合もあるようですけれども、例えば、小金井市のコ

ミュニティ・スクールをより具体化して、放課後子ども教室以外に

もしっかりしたコーディネーターという立場の人を構築していか

なければいけないんじゃないかと思うんですよね。例えばコーディ

ネーターを人選する場合、今まではボランティアの仲間内で協力し

ながら経験者がボランティアとしてやっているんですけれども、し

っかりしたプログラムにおけるコーディネーターということで、例

えば給料面というのも、わずかな金額ですけれども、出している団

体もありますし、仕事の内容、基本的にはやはりコーディネーター

の一番重要なのは、活動しなきゃいけないということで、今までど

おりの固定観念の人選だけでいいかどうかということも含めて、幅

広い地域の人のコーディネーターということも、資質の向上という

面ではやっていかなければいけないと思うんですけど、その点に関

して全体的にいかがですか。 

 

柴田委員  今、福井委員がおっしゃったように、地域コーディネーターの力

量次第でたくさんその地域に埋もれているいい人材が学校につな

がるかというところは、ほんとうにそのとおりだと、そこにかかっ

ていると思います。多くの先進校なんかを見てみますと、地域コー

ディネーターで活躍されている方は、ＰＴＡの経験をされた、自分

のお子さんはもうその学校を卒業したけれども、元ＰＴＡの役員と

してその学校に残って、地域コーディネーターとしての活動を続け

られている方であるとか、それから、民生・児童委員さんとか、保

護司さんとか、そういった地域の実情をよく知っている方が地域コ

ーディネーターになられていたりとか、さまざまなケースがありま

すけれども、こういった方たちがたまたまいる地域はいいと思うん
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ですけれども、いない地域もありますので、やっぱり地域コーディ

ネーターを育てる、育成していく仕組みというものが、今、特に求

められているんだと思います。 

 

首藤委員  東京都の審議会の中間報告にも詳しくいろいろ書いてあって、す

ごく参考になりました。単純な疑問ですけれども、今回の視察対象

の学校教育活動に於いて、学校教育の問題と、どういう役割を社会

教育委員が担うと考えておいたらよろしいでしょうか。 

 

柴田委員  学校と地域社会や社会教育との連携という、学社連携とか学社融

合というふうに言うんですけれども、そういった理念、従来からあ

るんですけれども、コミュニティ・スクールを実現化していくため

には、そこがやはり重要になってくると思います。多くの地域のコ

ミュニティ・スクールを見てみますと、学校運営協議会の委員さん

に地域の社会教育委員さんとか、八王子市の場合、社会教育委員が

なくて、生涯学習審議会というふうな、その委員さんが入っていま

す、結構。高い割合で入っています。率先して地域に出ていって、

この熟議に参加をするとか、熟議に参加するだけでなく、地域学校

協働本部のような活動をされていらっしゃるという方もいらっし

ゃいます。全国の学校支援地域本部事業は、教育委員会の中で、学

校教育部ではなくて、社会教育部ないしは生涯学習部の仕事という

ふうになっております。学校の仕事ではありますけれども、社会教

育や生涯学習の仕事になっておりますので、そういったところでの

連携というところも、今、強く求められているんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 

首藤委員  概念論としてはすごくよくわかるんですけど、実態として具体的

にどうかかわるのかというのを少し整理する必要があると思いま

す。我々が議論していることと実態がかけ離れていると議論そのも

のが無意味と成ります。コミュニティ・スクールを置く置かない、

それから置いてからの活動、それにどう関与していくのかというこ

とを少し整理していかないと、なかなか我々の活動として成果が見

えないのかなというふうに少し思ったものですから、そういう質問

をしました。 
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柴田委員  まさにそのとおりでございます。コミュニティ・スクールを設置

するかしないかというのは、社会教育委員の会議が決めることでは

なくて、教育委員会のほうが決めることですので、ただ、地域学校

協働本部の活動に関しましては、社会教育委員としてしっかりと議

論していくテーマとして挙げるべきものだと思いますので、まずは

小金井市の場合はそこから入っていくということが現実的なとこ

ろとして考えられるのではないかと思います。 

 

原田委員  今のに関連して質問ですけれども、すみません。お話を聞いてだ

んだんわかってきたんですが、一方に学校運営協議会があると。こ

れは学校教育の管轄であると。地域のニーズに応えて何かやろうと

いうときの実働部隊として、地域学校協働本部が必要であるという

ことですよね。そちらは、学校教育の管轄ではなくて、社会教育の

管轄であると。そうすると、両方そろわないとうまく両輪として転

がっていかないと思うんですが、つまり、管轄が違うとうまく先に

進まないのかなという危惧があります。それで質問なんですが、と

りあえず学校運営協議会は置いておいて、まず、具体的にやってい

こうよ、実働していこうよということで、これ、国分寺もそうなの

かな、地域学校協働本部のようなもので動き出すということは可能

なんでしょうか。要するに、コミュニティ・スクールの仕組みは置

いておいて、とにかく実際に具体的に放課後子ども教室とかいろい

ろやっていますから、そういうことを束ねる地域学校協働本部のよ

うなものを小金井市としてはつくって進めていくということは選

択できるんでしょうか。 

 

柴田委員  できると思います。学校協働本部を先につくってからコミュニテ

ィ・スクール化するという方法ももちろんあり得ると思いますし、

そこでコミュニティ・スクール化するかしないかは、多くの方々の

判断によるところですので、社会教育の側面からは学校を支援する

という協働本部の活動を充実化させていくというところに取り組

むのが現実的なところだと思います。 

 

小山田議長  どうもありがとうございます。 

 私のほうも、コミュニティ・スクールとか地域運営協議会という

ようなところ、協働本部等、東京都のほうで今やっていることがあ
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りまして、また、小金井市のほうも放課後子ども教室の運営委員を

昨年度までやっておりまして、今日、石原さんがいらっしゃったら

良かったのですけれども、小金井市の放課後子ども教室の実態とい

うのも大体把握しているあたりですけれども、小金井市は、放課後

子ども教室は学校によっていろいろなやり方がありまして、週に２

日しかやっていないとか、月に１回しかやっていないところもあれ

ば、やっぱり毎日やっているところはないんですけれども、週に３

日やっていたりとか、そういったほんとうにさまざまなやり方でや

っていらっしゃるというところもありまして、そこにはコーディネ

ーターさんはおりまして、放課後子ども教室のコーディネーターさ

んもほんとうにすごくボランタリーなところで一生懸命やってい

らっしゃるんですけれども、放課後子ども教室も長くやっていらっ

しゃるので、コーディネーターさんもすごくやっぱりしっかりされ

ているので、放課後子ども教室のコーディネーターさんがと言うと、

またいろいろな問題があると思うんですけれども、小金井も、ＰＴ

Ａの活動とか放課後子ども教室の活動とか、コーディネーターさん

という方もいらっしゃるので、小金井スタイルということでいけば、

そのような皆様の中から、あと、地域のほうも結構いろいろな活動

をされているＮＰＯも、ほんとうに市民の活動もたくさんあります

ので、そういう中からコーディネーターさんということではいい方

もいらっしゃるんじゃないかなというのは、ちょっと私が見ていて

の個人的な意見ですけれども、そろそろ大丈夫じゃないかなと思っ

たりもしているというのをちょっとまたございます。 

 社会教育委員とのかかわりというか、社会教育とのかかわりとい

うことですと、生涯学習のセンター機能でいろいろな団体を把握し

てというようなことも、この間もホームページに掲載していこうみ

たいな話もあったように、社会資源ということで、どんな団体でど

んな活動をしていて、どんなことが、例えば学校の子どもたちにや

れるようなことが、いらっしゃる団体があるのかなというようなこ

とが、実は社会教育委員の中で把握できるというか、そういったこ

ともあるかと思いますので、そういった部分でも、実際、学校支援

をやるとなったときに、どういった理想図があって、どんなことが

できるんじゃないかなというような可能性を、社会教育委員として

探っていくということはできるのかなと思ったりもしております。

小金井市の中でもいろいろ講座とかも、学芸大のほうでも三市連携
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講座とかやっておりまして、いろいろなボランティアの質向上のた

めの講座というのも、小金井市の生涯学習課としても取り組んでい

る部分ももちろんありますので、ほんとうにそういったところにい

ろいろ講座のほうに広く参加していただくように促したいという

ようなこともあるのかと思います。 

 というようなことで、小金井は各学校では取り組んでいるんです

けれども、地域学校協働本部というような仕組みとしてまだ始めて

いないということで、なので、そのあたりも徐々に何か考えていけ

たらいいのかなというようなことで、また実際、今度視察に行けた

らと思うんですけれども、ほかの方、何かご質問とかございますで

しょうか。 

 柴田先生も最後に何かご質問を受けて、最後の最後に、今度、八

王子に行くところで、ちょっとこの辺を見てほしいとか、何かそう

いった観点とかありましたら。 

 

柴田委員  運営協議会の委員さんが当日何人ぐらいお見えになるかはわか

らないんですけれども、委員さんが日ごろどういう活動されている

のかというのは、１つ、視察のポイントなのかというふうに思いま

す。学習支援をしている人もいれば、子どもの登下校の見守りをや

っている人もいれば、今度見学します漢字検定の活動をしている方

もいれば、さまざまいらっしゃいますので、また地域のお祭りを学

校と地域が連携してやっている方もいますので、委員さんとお話を

たくさんする機会に今後したいなというふうに思っています。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 では、こちらの事前学習についてはよろしいですか。行くまでに

も日はあるので、また質問がふつふつと出ていらっしゃった人は、

また次の委員会に何かがあれば議題にしたいと思います。 

 それでは、最後になりましたが、報告のほう、あと２点あります

ので、報告だけ２点お願いして、終わりたいと思います。 

 まず、平成３０年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総

会のご報告ということで、これは、福井さんのほうでまた報告書を

上げていただいているんですけれども、福井さん、ちょっと報告書

につきまして説明等をお願いしてよろしいでしょうか。 

 



 -２５- 

福井委員  では、報告します。 

 都市社連の定期総会が、記載のとおり、４月２１日、立川市であ

りました。そして、挨拶の中身で、やはり地域ということを皆さん、

挨拶の中で言われました。大きな流れとしては、子どもと大人も主

体的に学び、地域とともに社会教育を推進して、よりよい地域社会

づくりを目指そうということで、各挨拶の方は地域とのつながりが

重要じゃないかという報告をされたのと、定期総会に関しましては、

普通どおり議題は全て承認された中で、都市社連の事務局というこ

とが会則の中で１点だけ修正されました。従来は、市町村教育委員

会の中に事務局を置くということだったんですけれども、平成３０

年度からは教育委員会という文面を割愛して、市町村内に置くとい

う幅広いポジションに事務局の設置を会則の変更として承認され

たという点です。その後、後半に講演会ということで、牧野東大教

授が「人生１００歳時代を生きる子供たちのために」ということで

講演されました。従来の学びの概念をやはり見直さなきゃいけない

んじゃないかと。しかも、地域の協力もありながら、大きな従来の

学びの概念を変えていこうということで、あと、一番下に書いてあ

りますとおり、子どもの成長を軸に、学校を核として地域総がかり

で社会基盤を創生していこうじゃないかということで、子どもを見

守るのは、従来の学校教育だけじゃなくて、地域全体で育てていか

なきゃいけないんじゃないかという講演がありました。これが定期

総会の全体的な流れと講演会の中身です。 

 あと、ほかの方でご参加された方、よろしいでしょうか。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 その他ということで、これは、いつも福井さんに書いていただい

て、非常に申しわけない、恐縮でございますけど、三者懇談会の報

告書も書いていただいているので、そちらもよろしいですか。 

 

福井委員  三者懇談会、５月１７日、図書館本館で開催されました。講演会

の中身としては、三鷹市立西部図書館長の岩間さんが、テーマ「知

ってる？ 図書館の意外な活用方法！？」ということで講演された

んですけれども、中身的には、このタイトルどおりの中身よりもよ

り現実的な、三鷹市立図書館と小金井市立図書館の事業の中身を比

較しながら講演されたという中身でした。ポイントとして、三鷹市
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立図書館は、５館プラス１室プラス移動図書館バスひまわり号があ

るということで、図書館バスが非常に活躍しているよということと、

あと、本の貸し出しが非常に制約が厳しくて、１５冊、２週間以内、

しかも利用できる利用者は隣接の市民のみということで、ちょっと

厳しいかなというところがあるんですけれども、移動図書館バスを

利用して幅広く図書の利用を市民に広報活動しているなという感

じは受けました。小金井市立図書館は、ご存じのとおり、５館ある

んですけれども、一番大きな特徴が、ブックポスト９カ所にあると

いうことで、読んだ後の本の返還等が非常に利便性を市民に差し上

げているんじゃないかということと、あと、本の貸し出し、本数、

雑誌数は無制限、しかも３週間以内ということで、幅広い利便性を

与えているということで、この辺を比較しながら岩間講師は説明さ

れたところで、参考になりました。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 ほかに、ご参加された方で何か補足とかございますでしょうか。 

 

原田委員  館長さんの長年の経験に基づいた具体的な話が大変おもしろか

ったです。図書館ですから、いつでも誰でも借りられるためにはど

うしたらいいかというと、やはり時間を延長することと、それから

やっぱり住んでいるところの近くに幾つもあるというのが大事だ

という、なるほどなと思いました。自分でも本館へ行くのも遠いな

という感じ、すぐそばにあればいいのにと思うことがよくあります。

小さな分室でも、連携していて、そこへ行けば予約した本が借りら

れるとか、そういうような仕組みをつくって普及ができるというよ

うな話もあったと思います。 

 それから、小金井の貫井北センターを見学されて、その感想を話

されていましたけれども、つまり、図書館というのは、貸し本屋じ

ゃありませんから、本をベースにした何かやっぱり学ぶ活動がなき

ゃいけない、そういう意味では、貫井北センターは、先ほどのビブ

リオバトルをはじめ、読書会もお話し会も非常に活発にやっている

ということで評価をされていたのが印象に残りました。 

 以上です。 
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小山田議長  ありがとうございました。 

 ほかに何か、皆さん、行かれた方、大丈夫ですか。 

 

城委員  城です。以前、小金井公園のほうに移動図書館が来ていたんです

ね。借りたいなと思って、見かけただけだったので、それから何回

行ってもないのですが。その後、図書館長の方がいらしたのでお伺

いしたら、もう小金井市のほうはやっていないということで、やっ

ぱり私たちも近くには図書館がないので、本館に行くのも遠いし、

私はどちらかといえば、武蔵境のほうの、この間みんなで行ったと

ころに借りに行っているんですけれども、それこそ返すのが大変な

んですね、借りるのはいいんですけど。小金井市の場合は、返すの

は駅前のほうにもあるのでいいんですけれども、移動図書館もない

ので、借りるところが不便だなというのをすごく感じました。 

 それから、もう一つ、小金井公園に行っていて、総合体育館があ

って、そこに子どもが遊ぶ部屋があるんですけど、たまたま私も孫

が来まして、雨が降っていて、小金井公園で遊べないので、そこの

部屋に行ったんですけれども、親子で遊んでいらっしゃるんですけ

れども、そこに児童の本が、子どもたちの本があれば、もっと大人

も子どもも読み聞かせができたりして、大人の本がなくても、それ

はしようがないかなとは思うんですけれども、子どもたちの遊ぶ部

屋というのがあったので、そこに児童図書があったらいいなという

のを感じました。 

 以上です。 

 

小山田議長  ありがとうございました。 

 この間、２つの会があったということで、参加された方、どうも

お疲れさまでございました。 

 それでは、報告ということで、その他何かございますか。報告の

その他は大丈夫ですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

小山田議長  そうしましたら、今日は１１時１５分までたっぷり時間を使わせ

ていただきましたけれども、今度、７月１３日になるわけですよね。

６月は委員会がなく、今度お会いするのは７月１３日の視察の日と
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いうことになりますので、行き先とかが決まったら、その事前には

皆様に事務局のほうからご連絡をしていただくということになる

と思います。今日は柴田委員のほうからレポートいただきまして、

充実した会議になったのではないかと思います。 

 本日の社会教育委員の会議はこれで終了させていただきます。で

は、また７月によろしくお願いいたします。 

 


